




資料３－２－１

機関名 東北地方環境事務所
○平成２８年度事業計画
番号 新規/継続 実施地域 事業名 事業内容（目的・方法・予算・実施状況など） 実施者

1 継続
遺産地域
監視区域

自動撮影装置によるニホンジカ
生息状況調査

〔目的〕
　白神山地世界遺産地域及びその周辺地域におけるニホンジカの生息状況を把握する。
〔方法〕
　遺産地域及びその周辺地域に周辺町村のご協力のもと32台を設置、引き続き定点調査
を実施する。核心地域等に設置する10台については、業務発注で実施。

西目屋自然保護官事務所

2 継続 監視区域
ライトセンサスによるニホンジカ
生息状況調査

〔目的〕
　白神山地世界遺産地域及びその周辺地域におけるニホンジカの生息状況を把握する。
〔方法〕
　遺産地域周辺域の西目屋村、深浦町、鰺ヶ沢町、藤里町、八峰町において、積雪期と非
積雪期の2回ライトセンサス調査を業務発注で実施予定。

西目屋自然保護官事務所

3 新規
遺産地域
監視区域
周辺地域

糞識別調査によるニホンジカ生
息状況調査

〔目的〕
　白神山地世界遺産地域及びその周辺地域におけるニホンジカの生息状況を把握する。
〔方法〕
　遺産地域及びその周辺地域において各機関のご協力のもと、シカの可能性のある糞を採
取する。採取した糞は、森林総合研究所の協力のもと、DNAを用いて、ニホンジカのもので
あるか判定する。

西目屋自然保護官事務所

4 継続
遺産地域
監視区域
周辺地域

目撃情報の集約

〔目的〕
　シカ対策検討の基礎データとして、青森県、秋田県、岩手県におけるシカ生息情報を集約
する。
〔方法〕
　青森・秋田県自然保護課が収集したシカ情報（日時、場所、成幼・雌雄の別、情報の根拠
等）を統一フォーマットに整理し、GISで管理する。業務発注で実施。

西目屋自然保護官事務所

5 継続・新規 監視区域 ニホンジカ捕獲手法検討

〔目的〕
　遺産地域周辺地域においてニホンジカを捕獲するための捕獲手法について検討する。
〔方法〕
　猟友会や関係行政機関とともに、ニホンジカ捕獲のための場所の選定、実現性のある捕
獲手法の検討を現地調査も含めて実施する。また、地元猟友会へのヒアリングも実施。

西目屋自然保護官事務所

6 新規 監視区域 ニホンジカ対策検討

〔目的〕
　遺産地域周辺地域においてのニホンジカ対策について検討する。
〔方法〕
　関係行政機関を招聘した意見交換の場を設け、各機関で実施している取組やニホンジカ
対策における必要事項の整理、各機関の役割分担等について意見交換を行う。

西目屋自然保護官事務所

平成28年度ニホンジカ対策事業計画（機関別）



資料３－２－２

機関名 東北森林管理局
○平成２８年度事業計画
番号 新規/継続 実施地域 事業名 事業内容（目的・方法・予算・実施状況など） 実施者

1 継続
遺産地域
監視区域

平成２８年度　白神山地遺産地
域及び周辺地域における中・大
型哺乳類調査業務(定点カメラ
による哺乳類調査)

〔目的〕
白神山地における哺乳類の生息状況の把握。特に、今後白神山地への分布域拡大の可能
性も指摘されているニホンジカの侵入状況を把握するために監視体制の強化を図る。
〔方法〕
遺産地域及び監視区域の国有林・民有林において、森林生態系保全センター職員が自動
撮影カメラ56台（青森県側30台、秋田県側26台）を設置し、環境省等関係機関と連携・協力
の上、定点調査を行う。
〔実施状況〕
実施期間は５月中旬～11月中旬まで実施。

東北森林管理局
・津軽白神森林生態系保全
センター
・藤里森林生態系保全セン
ター

2 新規 監視区域 捕獲事業の検証業務

〔目的〕
白神山地世界遺産地域（緩衝地域）において、ニホンジカがセンサーカメラで撮影されるな
どニホンジカの目撃情報が多くなっていることから、遺産地域内での定着を防止するため、
関係機関と連携を図りながら捕獲事業の検証を行う。
〔方法〕
捕獲時期を勘案のうえ、餌が減少する降雪初期に誘引餌を用いた小型囲いワナでの捕獲
を実施。
〔実施状況〕
センサーカメラ調査での確認を踏まえて、10月より捕獲のための検証を実施。

東北森林管理局
・津軽白神森林生態系保全
センター
・藤里森林生態系保全セン
ター

3 継続

遺産地域
監視区域
周辺地域
（３県域）

「ニホンジカ影響調査・簡易
チェックシート」による調査

〔目的〕
東北局管内（東北５県）の国有林において、ニホンジカの広域監視体制を確立し、情報収集
を強化するため、ニホンジカの生息域の現状、季節間移動や分布拡大などの変化、林業被
害と自然植生への影響を把握し、地域関係者等と連携した効果的な被害防止対策を講じる
ための基礎資料とする。
〔方法〕
森林管理署及び森林生態系保全センターの職員が林野巡視の際にニホンジカの目撃や痕
跡を発見した場合はチェックシートに記入し、調査結果を整理。
なお、国有林に入林する巡視員、請負事業体、猟友会等から目撃情報等を聞いた場合も
チェックシートに記入する。
調査結果は年度毎に集計のうえ、局ホームページで公表する。
〔実施状況〕
調査時期は、消雪後から降雪時までとするが、冬期間の生息地等についても把握が必要な
ことから、降雪期についても調査に努めるものとする。

東北森林管理局
・津軽森林管理署
・米代西部森林管理署
・津軽白神森林生態系保全
センター
・藤里森林生態系保全セン
ター

4 継続
周辺地域
（青森県）

シカ監視用自動撮影カメラ設置
の協力（事業主体：青森県）

〔目的〕
青森県に生息するシカの分布及び生息状況を把握すること（青森県実施要領）。
〔方法〕
シカが出現されると想定される地点への自動撮影カメラの設置及び月１回の撮影データ回
収を行い、シカが撮影された場合は県に情報する。
〔実施状況〕
県から依頼あった３署計１０地点の国有林にカメラを設置して監視を行う。

東北森林管理局
・津軽森林管理署
・青森森林管理署
・三八上北森林管理署

平成28年度ニホンジカ対策事業計画（機関別）



5 継続
周辺地域

（岩手県早池
峰山）

早池峰山周辺地域のシカ生息
状況等調査

〔目的〕
　岩手県中部に位置し、希少種の宝庫として名高い早池峰山周辺森林生態系保護地域に
おいて、ニホンジカによる剥皮被害や樹木の枝・葉に食痕が見られ、今後、森林の多面的機
能の低下が懸念されている。
　このことから、早池峰山周辺地域の森林においてニホンジカの生息・出現状況やニホンジ
カによる被害状況等を把握したうえで、森林の生物多様性の保全や木材生産機能等の確
保の観点から岩手県と連携して生息状況等調査を実施。
〔方法〕
　夏季に早池峰山周辺地域に生息しているニホンジカの移動経路、移動時期、季節の変化
による生息場所を把握するため、ニホンジカを捕獲し、ＧＰＳ首輪を装着しての追跡調査を
実施し、併せて、自動撮影カメラによるニホンジカの出現状況等の調査を実施。
〔実施状況〕
　ＧＰＳ首輪を装着したシカを増やし行動圏等の調査を実施。

東北森林管理局
・三陸北部森林管理署
・遠野支署

6 継続
周辺地域

（岩手県早池
峰山）

林道除雪による捕獲支援

〔目的〕
林道除雪を実施し、積雪期におけるニホンジカの捕獲支援を行うもの。
〔方法〕
関係機関と路線を選定したうえ、捕獲のために国有林の林道除雪（２署）を実施する。
〔実施状況〕
１月～２月に実施。

東北森林管理局
・三陸北部森林管理署
・遠野支署

7 継続
周辺地域

（岩手県、宮城
県）

森林鳥獣被害対策技術高度化
実証事業

〔目的〕
　近年、分布域を拡大しているシカ等野生鳥獣による被害が深刻化しており、森林において
は造林地の食害のみならず、樹皮の剥皮による天然林の劣化や下層植生の食害、踏みつ
けによる土壌の流出など、国土の保全、水源涵養等森林が持つ公益的機能の低下、森林
における生態系に大きな影響を与えている。
　このため、農業被害対策を進めている地域協議会等や地域の農林業関係者等と連携を図
り、より効率的・効果的な対策を推進するため、森林における鳥獣被害防止のための新技
術の導入・実証及び実証に先立つ調査を予定。
〔方法〕
　鳥獣被害の防止に向けて、国有林野内にモデル地域を設定し、地域の農林業関係者等と
連携を図りながら、新技術（新たな捕獲技術）による新たな対策の実証事業を予定。
〔実施予定〕
　モデル地区において、植生被害調査等並びに新たな捕獲技術の実証を検討。

東北森林管理局
(宮城北部署を予定）

8 継続
周辺地域
（岩手県）

鳥獣被害対策協議会等への積
極的な参画による地域との連携

〔目的〕
地域情報の収集とニーズの把握、共同した対策を検討するため。
〔方法〕
ニホンジカ被害が多い地域の３（支）署において、現在計７市町村の鳥獣被害対策協議会へ
参画。
〔実施状況〕
遠野支署においては有害鳥獣駆除協議会での要望、また三陸北部署においても地元猟友
会の要望を踏まえ、国有林の林道除雪による捕獲支援を実施。

東北森林管理局
・三陸中部森林管理署
・岩手南部森林管理署
・遠野支署



9 継続
周辺地域

（岩手県、宮城
県）

捕獲事業委託の実施

〔目的〕
市町村の鳥獣被害対策協議会と連携を図り、被害森林の保全をより効率的に行うため。
〔方法〕
誘引餌を用いた捕獲の実施を検討。
〔実施状況〕
他地域での捕獲時期を勘案のうえ、餌が少なくなる秋以降の実施。

東北森林管理局
・三陸中部森林管理署
・遠野支署
・宮城北部森林管理署



資料３－２－３

機関名 青森県
○平成２８年度事業計画
番号 新規/継続 実施地域 事業名 事業内容（目的・方法・予算・実施状況など） 実施者

1 継続 県内 ニホンジカ脅威普及活動

〔目的〕
　県民に対するニホンジカへの注意喚起等を目的としたPRイベントを開催。
〔方法〕
　県内の集客施設において、ニホンジカの生態や被害状況等を周知することにより、ニホンジカに対する理解
を深めるとともに、警戒心を高める。

自然保護課

2 継続 県内
自動撮影カメラ設置によるニホ
ンジカ生息状況等調査

〔目的〕
　県内各所に自動撮影カメラ（夜間撮影可）を設置し、ニホンジカの分布、侵入・移動経路を明らかにする。
〔方法〕
　当該カメラを県内市町村等に貸与（121台）し、カメラの設置及びデータ回収を行う。データ回収は原則として
１ヶ月１回とする。

自然保護課

3 継続
三八地域
上北地域

ニホンジカ生息状況モニタリン
グ調査

〔目的〕
　県内の生息分布等の客観的なデータを得るため、業務委託によりモニタリング調査を行う。
〔方法〕
　ニホンジカの生息状況は低密度であるため、目撃情報の多くを占める三八地域及び隣接する上北地域で、
糞塊及びライトセンサス調査を実施する。

自然保護課

4 継続
三八地域
上北地域
津軽地域

ニホンジカ予察捕獲モデル事業

〔目的〕
　本県では、大型哺乳類を捕獲する技術を持った狩猟者が少なく、今後、積極的な捕獲が必要になった際
に、経験値不足による問題の発生、効果性を欠く捕獲の実施などが想定されることから、シカの目撃報告が
多い地域で、モデル的に捕獲事業を実施し、問題点等の洗い出しを行うとともに、モデル捕獲実施者に捕獲
に係る詳細を報告させ、シカ対策の基礎資料とする。
〔方法〕
　三八上北及び津軽地域内の一部区域で、巻狩りやしのび猟をモデル的に実施する。また、安全面を考慮
し、冬期間に実施する。

自然保護課

5 継続
津軽地域
県南地域

新たな担い手確保

〔目的〕
　年々、狩猟者の減少・高齢化が進行していることから、新たな担い手確保のため、狩猟を体感できるツアー
等を実施し、狩猟の関心を高めながら、狩猟者人口の増加を目指す。
〔方法〕
　猟場視察や銃砲店等を訪問し、狩猟を体感できるバスツアーを開催する。

自然保護課

6 継続 県内
特定鳥獣保護管理計画の策定
に向けた検討

〔目的〕
　本県における生息状況等を踏まえ、ニホンジカ管理対策検討科学委員会による科学的な見地から対策等
を検討し、ニホンジカの第二種特定鳥獣管理計画を策定する。
〔方法〕
　ニホンジカの生息状況や農林業被害発生状況等による現状を踏まえ、同委員会による科学的な検討を行
い、平成29年度上期までに「第二種特定鳥獣管理計画」を策定する。

自然保護課

7 新規 三八地域
鳥獣被害防止広域連携体制整
備

〔目的〕
　専門家による集落環境診断に基づき、農業者、住民、行政が一体となってニホンジカ等が定着させにくい集
落環境を整備するための専門的な知識・技術の習得を図る。
〔方法〕
　集落環境診断研修会の開催（平成28年８月29日～30日）
〔対象〕
　県及び市町村の農業担当職員、農業従事者等

食の安全・安心推進課

平成28年度ニホンジカ対策事業計画（機関別）



資料３－２－４

機関名 秋田県
○平成２８年度事業計画
番号 新規/継続 実施地域 事業名 事業内容（目的・方法・予算・実施状況など） 実施者

1 継続
監視地域
周辺地域

ニホンジカの生息調査

①生息調査
〔目的〕
　第二種特定鳥獣管理計画の策定に向けた科学的データを得るため、これまでにニホンジカの目撃
情報があった市町村で密度調査を実施する。
〔方法〕
　ニホンジカの目撃が多発している市町村の40地区（3次メッシュ）において、糞塊法による生息密度
把握調査を実施（11月～2月）。

②カメラ設置
〔目的〕
　国定公園及び県立自然公園周辺に監視カメラを設置し、食害防止等の監視体制を整備する。
〔方法〕
　センサーカメラ（計37台）を設置してニホンジカの個体を撮影。周辺地域（能代市）は3台設置。

自然保護課

2 継続
監視地域
周辺地域

狩猟と野生鳥獣管理の普及啓発

〔目的〕
　近年増加する野生鳥獣（クマ、サル等）による農林水産業等の被害をふまえ、野生鳥獣の適正な保
護管理及び住民の安全を確保するため、鳥獣保護管理の担い手となる狩猟者を新たに呼び込む機
会をつくるとともに、狩猟の魅力や狩猟が持つ社会的な役割を多くの方に知ってもらう。
〔方法〕
　「狩猟の魅力まるわかりフォーラム」の開催
〔開催時期〕
　平成28年7月9日（土）　秋田県立大学本荘キャンパス

自然保護課

3 新規
監視地域
周辺地域

有害駆除担い手育成

〔目的〕
　有害駆除に従事する人員の確保が困難となっていることから、地域における有害鳥獣駆除の後継
者を育成するために、狩猟経験の初心者を対象として捕獲技術に関する専門的な知識と高い技術を
有する人を育成することを目的として、有害駆除担い手育成の研修会の開催や、狩猟を活用した共
同捕獲実習によりその人材の育成を図る。
〔方法〕
　鳥獣の捕獲等に係る安全管理体制や従事者の技能及び知識を向上させるため、技能知識、安全
管理、救急救命に関する講習を行う。
　有害捕獲に必要な技術を習得するため、射撃場での訓練や狩猟を活用した共同捕獲及び解体の
実習を行う。

自然保護課

4 継続
監視地域
周辺地域

ニホンジカ管理対策検討会

〔目的〕
　ニホンジカの管理対策方針について検討する。
〔参集範囲〕
　東北地方環境事務所、東北森林管理局、秋田県（水田総合利用課、園芸振興課、林業木材産業
課、森林整備課、自然保護課）

自然保護課

5 継続
監視地域
周辺地域

ニホンジカ・イノシシ被害防止対策研
修会

〔目的〕
　ニホンジカの個体数の増加や農林業被害が確認される前に、ニホンジカの生態やその対処法につ
いて学ぶとともに、被害を最小限に抑えるために研修会を開催する。
〔対象〕
  県及び市町村の農業担当職員、農業従事者

水田総合利用課

6 継続
監視地域
周辺地域

特定鳥獣保護管理計画の改定

〔目的〕
　鳥獣保護法の改正に合わせて、ニホンジカの第二種特定鳥獣管理計画を策定する。
〔方法〕
　ニホンジカの生息状況、農林業被害発生状況等を調査し、平成28年度までに「第二種特定鳥獣管
理計画（計画期間：H29～H33）」を策定する。

自然保護課

平成28年度ニホンジカ対策事業計画（機関別）
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機関名 西目屋村
○平成２８年度事業計画
番号 新規/継続 実施地域 事業名 事業内容（目的・方法・予算・実施状況など） 実施者

1 継続
遺産地域
監視区域

シカ監視用自動撮影カメラ管理
の協力（事業主体：西目屋自然
保護官事務所）

〔目的〕
白神山地世界遺産地域におけるニホンジカの生息状況を把握する。
〔方法〕
自動撮影カメラによる定点調査のため、定期的に撮影データの回収を行い、西目屋自然保
護官事務所に提出。
〔実施予定〕
「世界遺産の径 ブナ林散策道」上に平成２８年５月２７日設置済み。

西目屋村

2 継続
周辺地域

（西目屋村）

シカ監視用自動撮影カメラ設置
及び管理の協力（事業主体：青
森県）

〔目的〕
青森県に生息するシカの分布及び生息状況を把握すること（青森県実施要領）。
〔方法〕
シカが出現されると想定される地点への自動撮影カメラの設置及び月１回の撮影データ回収
を行い、シカが撮影された場合は報告する。
〔実施予定〕
村で選定した２地点の民有林にカメラを設置して監視を行う。平成２８年度は７月１日に設置
済み。

西目屋村

3 継続
周辺地域

（西目屋村）
捕獲駆除の体制整備

〔目的〕
村内でのシカの駆除を推進し、個体数の増加を抑制する。
[方法〕
シカの有害駆除を通年許可することで、出没時の迅速な駆除を可能にする。
〔実施予定〕
平成２８年２月より実施中。

西目屋村
西目屋村猟友会

4

5

6

平成28年度ニホンジカ対策事業計画（機関別）
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機関名 深浦町
○平成２８年度事業計画
番号 新規/継続 実施地域 事業名 事業内容（目的・方法・予算・実施状況など） 実施者

1 新規 深浦町

平成２８年度鳥獣被害防止総
合対策事業
（平成２８年度青森県鳥獣被害
防止総合対策事業）
※項目としては「ＩＣＴ等新技術
実証」

【目的】
ニホンジカの目撃情報が急増していることから、農作物被害防止及び森林生態系保護のため、ニホンジカ捕獲
体制の強化を図る。現在、ニホンジカ初動対策として、銃による有害捕獲許可も出している。
【方法】
鉄製の箱ワナ２基を目撃情報が多い地域に設置。生息密度が低いことから、容易に移動できる箱ワナを導入
し、目撃情報を基に迅速に対応する。また、ＩＣＴを活用し、錯誤捕獲対策を講じる。
【実施予定】
８月末から年度内を予定。

深浦町
（農林水産課）

2

3

4

5

6

平成28年度ニホンジカ対策事業計画（機関別）
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機関名 八峰町
○平成２８年度事業計画
番号 新規/継続 実施地域 事業名 事業内容（目的・方法・予算・実施状況など） 実施者

1 新規/継続
八峰町全世帯
へ

ニホンジカ目撃情報提供に関
する広報

目的：白神地域周辺でのニホンジカの目撃情報が多くなっていることから、町民に対してニ
ホンジカ被害に関して情報提供し、速やかな目撃情報の重要性を広報する。
方法：全戸配布される町広報誌へ「ニホンジカの目撃情報の提供について」掲載し、町民へ
情報提供をお願いする。また、町ガイドの会やＮＰＯ法人白神ネイチャー協会へも同様に情
報提供について依頼する。
実施状況：９月１０日号へ掲載予定。

八峰町

2

3

4

5

6

平成28年度ニホンジカ対策事業計画（機関別）





整理
番号

地　　　点　　　名 標高
使用
台数

備　　　　　考 設置年

1～2 深浦町　大童子川 54 2 新規設置箇所 H28年度

3 深浦町　北金ヶ沢 150 1 H27年度

4～5 深浦町　追良瀬川 93 2 設置箇所変更 H28年度

6 深浦町　長慶平北 285 1 H27年度

7～8 深浦町　吾妻川 32 2 設置箇所変更 H28年度

9～10 深浦町　長慶平南 227 2 設置箇所変更 H28年度

11 深浦町　津梅川 60 1 新規設置箇所 H28年度

12～13深浦町　入良川 45 2 H27年度

14 鰺ヶ沢町　一ツ森 97 1 H27年度

15 鰺ヶ沢町　赤沢 100 1 設置箇所変更 H28年度

16 鰺ヶ沢町　矢倉山 258 1 設置箇所変更 H28年度

17 鰺ヶ沢町　赤倉 360 1 H26年度

18～19弘前市　弥生 287 2 H26年度

20 弘前市　黒岩沢 342 1 H26年度

21～22弘前市　中村川 262 2 設置箇所変更 H28年度

23～24弘前市　作沢川 254 2 設置箇所変更 H28年度

25 西目屋村　大秋 287 1 新規設置箇所 H28年度

26～27西目屋村　滝沢 423 2 H27年度

28 西目屋村　湯ノ沢川 248 1 H27年度

29～30西目屋村　釣瓶落峠 578 2 設置箇所変更 H28年度

31 桧原沢林道沿い 1
設置箇所変更
アクセス道路閉鎖のため要確認

H28年度

32 田苗代湿原 1 H26年度

33 里沢林道国有林入り口付近 1 設置箇所変更 H28年度

34 梅内林道と三四郎沢林道との分岐付近 1 H26年度

35
四十八滝林道沿い
（1004林班と1006林班の境付近）

1 H26年度

36 一取沢林道沿い 1 H26年度

林野庁設置　計５６台       赤字：H26、27、28年度シカを撮影したカメラ、
黄色塗りつぶし：H28年度設置箇所変更・新規設置カメラ



37 一の又沢林道終点 1 H26年度

38 水沢 1 緩衝地域 H26年度

39 中の又林道始点付近 1 H26年度

40 小入川林道沿い 1
移転箇所からH26年度設置箇所へ修
正

H26年度

41 糠沢林道と弥助沢林道の分岐付近 1 設置箇所変更 H28年度

42 岩瀬林道沿い登山口 1 H26年度

43 出戸広林道沿い（2389林班） 1 設置箇所変更 H28年度

44 滝の沢林道とカマイタ林道との分岐付近 1 設置箇所変更 H28年度

45 長場内（米代フォレストライン付近） 1 藤里町と協議 H26年度

46 室岱（米代フォレストライン付近） 1
藤里町に管理依頼
設置箇所変更

H28年度

47 小滝林道沿い 1 H26年度

48 寺沢林道国有林入り口付近 1 H26年度

49 馬頭沢林道沿い 1 H26年度

50 梅内林道沿い 1 H26年度

51 種梅林道沿い（能代市二ツ井町） 1 能代市と協議 H26年度

52 塙林道沿い（八峰町内） 1 八峰町と協議 H26年度

53 長捨沢林道と小繋沢林道分岐付近 1 設置箇所変更 H28年度

54 日陰沢林道国有林入り口付近 1 設置箇所変更 H28年度

55 中ノ又林道終点付近 1 H27年度

56 天神貯木場跡 1 新規設置箇所 H28年度

※7月21日現在



林野庁設置　入り込み利用調査用　計１２台 赤字：H26、27年度シカを撮影したカメラ

整理
番号

地　　　点　　　名 標高
使用
台数

備　　　　　考 番号

1 大川 300m 1
入り込み利用調査カメラ
位置図では2に合わせて表示

D-1

2 大川 260m 1 入り込み利用調査カメラ D-2

3 暗門川 270ｍ 1
入り込み利用調査カメラ
位置図では4に合わせて表示

D-3

4 暗門川 410ｍ 1 入り込み利用調査カメラ D-4

5 櫛石山登山口 580ｍ 1 入り込み利用調査カメラ D-5

6 赤石川 350ｍ 1 入り込み利用調査カメラ D-6

7 赤石川 360ｍ 1 入り込み利用調査カメラ C-2

8 赤石川 340ｍ 1 入り込み利用調査カメラ C-1

9 追良瀬川 280ｍ 1 入り込み利用調査カメラ D-8

10 追良瀬川 380ｍ 1 入り込み利用調査カメラ D-7

11 笹内川 290ｍ 1 入り込み利用調査カメラ D-9

12 笹内川 350ｍ 1 入り込み利用調査カメラ D-10



青森県設置

整理
番号

地　　　点　　　名
使用
台数

備　　　　　考

25 西目屋村 1 ロスト（再レンタル）
26 西目屋村 1
27 西目屋村 1
28 西目屋村 1 未設置
29 西目屋村 1 未設置
30 西目屋村 1 未設置

91 鰺ヶ沢町 1

92 鰺ヶ沢町 不明

94 深浦町 1

95 深浦町 1

96 深浦町 1 未設置

97 深浦町 1 未設置

秋田県設置

整理
番号

地　　　点　　　名
使用
台数

備　　　　　考

1 能代市二ツ井町駒形 2

2 能代市常盤 1
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白神山地世界遺産地域ニホンジカ対策方針（骨子） 

 

     （平成 28年２月８日変更） 

  白神山地世界遺産地域連絡会議 

 

１．背景と目的 

・ 全国的にニホンジカ（以下、「シカ」という。）の生息数が増え、北東北にお

いても岩手県から青森県・秋田県へと生息域を拡大しており、青森・秋田・

岩手３県で広域的に対応する必要がある。 

・ 白神山地世界遺産地域（以下、「遺産地域」という。）内でシカが確認される

とともに、遺産地域周辺での目撃事例が増加しており、監視を強化する必要

がある。 

・ 今後、遺産地域にシカの生息域が拡大した際には、他地域の事例に鑑みると、

遺産地域の顕著で普遍的な価値を損なうおそれがある。 

・ 白神山地世界遺産地域科学委員会（以下、科学委員会）にて、遺産地域にシ

カが入ってきた際の対応を早い段階から議論していく必要性が示された。 

・ 将来的にシカの生息域が遺産地域へ拡大した際、その動向と影響を早期に把

握し、影響低減策を速やかに実施できる体制を整える。 

・ 関係機関が連携し、共通認識のもとにシカ対策の準備を進め、遺産地域の顕

著で普遍的な価値の保全を図る。 

 

２．基本的な考え方 

・ 遺産地域の顕著で普遍的な価値が損なわれることなく森林生態系を健全な

状態で維持することを目標として、予防的な観点から、遺産地域内において

監視体制を整備するとともに、遺産地域外も含めた広域的な対応の中で対策

を実施していく。 

・ 遺産地域の急峻な地形や自然状況等から、遺産地域において低密度の状態で

あるシカを捕獲することは、限られた予算と労力を有効に活用する観点から

効果的・効率的な対策とは考えられず、特に遺産地域外での対策を強化する

ことが重要。 

 

３．対象区域 

・ 遺産地域を含む又は接する市町村区域（青森県西目屋村、鰺ヶ沢町、深浦町、

秋田県八峰町、能代市、藤里町）を本方針の主な対象区域とする。 

・ その内、「遺産地域」を除く地域を「監視区域」とする。 

・ 遺産地域及び監視区域を除く「青森・秋田県域」、隣接する「岩手県域」を

周辺地域とする。 
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４．実施内容 

（１）遺産地域における取組み 

１）シカ生息状況の把握 

・ 自動撮影カメラを設置し、生息状況を監視する。なお、メス個体が撮影

された場合は、個体の定着状況や周辺植生の変化状況等を調査すること

を検討する 

・ 巡視員、鳥獣保護管理員、関係機関の職員等による情報を収集する 

・ ガイドや入山者、地域住民からの目撃情報を収集する 

・ チェックシートを用いた調査を行い、生息状況等を把握する 

・ 収集された目撃情報は、白神山地世界遺産センター（西目屋館）におい

て集約する 

 

２）植生に関するモニタリングの実施 

・ 既存の植生調査を基本として、将来的にシカの分布が遺産地域内に拡大

してきた際の影響を把握するため、植生の基礎的な情報を収集する 

 

３）捕獲体制の構築 

・  シカの専門家による講習会を開催し、巡視員、行政職員等のシカ対策に

係る知識・技術の向上を図る 

・ シカが定着した場合に備えるために、遺産地域内での捕獲手法、体制等

を検討する 

 

（２）監視区域における取組み 

１）シカ生息状況の把握 

・ 自動撮影カメラを設置し、生息状況を監視する 

・ 巡視員、鳥獣保護管理員、関係機関の職員等による情報を収集する 

・ ガイドや入山者、地域住民からの目撃情報を収集する 

・ チェックシートを用いた調査を行い、生息状況等を把握する 

・ 収集された目撃情報は、白神山地世界遺産センター（西目屋館）におい

て集約する 

 

２）普及啓発 

・ シカの生態やシカによる生態系への影響等について、インターネットや

パンフレット、シンポジウムの開催等を通じて地域住民等に普及啓発を

進め、シカ対策への理解と協力を働きかける 

 

３）捕獲体制の構築 

・ シカが定着した場合に備えるために、監視区域内での捕獲手法、体制等
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を検討する 

 

（３）周辺地域における取組みとの連携 

１）青森県域 

・ 平成 29年度に「第二種特定鳥獣管理計画」を策定する【捕獲体制の強化】 

・ シカの適正な管理及び被害防止対策等に関する検討を行うためニホンジ

カ管理対策検討科学委員会を開催する【捕獲体制の強化】 

・ シカの狩猟及び将来的に実施を予定しているシカ捕獲事業を効果的に実

施するための狩猟技術向上研修や鳥獣被害対策実施隊を対象とする実技

実習及び予察捕獲モデル事業を行う【捕獲体制の強化】 

・ 狩猟体感バスツアー及び狩猟免許試験日の増設により、新規狩猟者の増

大を図る【捕獲体制の強化】 

・ シカ生息状況及び侵入・移動ルートを調査するため、センサーカメラの

増設や生息状況モニタリングを実施する【シカ生息状況の把握】 

・ 県民（行政職員、猟友会等を含む）を対象として、目撃情報及び農林業

被害情報を収集する【シカ生息状況の把握】 

・ PR イベントの実施及び各種メディアによるシカに関する基礎知識、被害

に関する危機意識の普及啓発を図る【普及啓発】 

 

２）秋田県域 

・ シカの生息状況、農林業被害発生状況等を調査し、平成 29年度までに「第

二種特定鳥獣管理計画」を策定する【捕獲体制の強化】 

・ シカの管理対策方針について検討するためのニホンジカ管理対策検討会

を開催する【捕獲体制の強化】 

・ 「狩猟の魅力まるわかりフォーラム」を開催し、若い狩猟者の確保を図

るための普及啓発を実施する【捕獲体制の強化】 

・ 地域における有害鳥獣駆除の後継者を育成するため、狩猟経験の初心者

を対象として講習会（座学・実技）を開催する【捕獲体制の強化】 

・ これまでにニホンジカの目撃情報があった県内 13 市町村 42 地区におい

て、密度調査（目撃調査、糞塊調査、足跡調査等）を実施する【シカ生

息状況の把握】 

・ 自然公園や繁殖の可能性の高い地区に監視カメラを設置し、重点監視体

制を整備する【シカ生息状況の把握】 

・ 県民（行政職員、猟友会等を含む）を対象として、目撃情報及び農林被

害情報を収集する【シカ生息状況の把握】 

・ シカの生態等の基礎知識や、被害対策に関する研修会を開催する【普及

啓発】 
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３） 岩手県域（シカに限らない鳥獣共通での対策を含む） 

○目撃及び被害情報の共有【シカ生息状況の把握】 

○県内担当部署との密接な情報交換の実施【捕獲体制の強化】 

○シカ捕獲対策の強化【捕獲体制の強化】 

＜平成 28年度捕獲目標（狩猟＋有害捕獲＋個体数調整）：１万頭以上＞ 

 ・捕獲による生息数管理 

・早池峰山周辺地域におけるシカ監視員設置 

・捕獲効果の高い春期に、市町村有害捕獲を集中的に実施するためのニホ

ンジカ有害捕獲強化期間を設定 

・ 被害防止計画に基づく有害捕獲活動への支援 

○生息状況調査による捕獲対策の効果検証【シカ生息状況の把握】 

○地域ぐるみの対策の強化【捕獲体制の強化】 

 ・市町村や関係機関との被害状況の共有や被害防止対策を検討するための

岩手県鳥獣被害防止対策連絡会等を運営 

・重点地域を選定し、地域ぐるみの捕獲体制整備を支援 

○市町村被害防止計画に基づく取組の推進【捕獲体制の強化】 

・ 市町村協議会等による被害防止活動やわな導入、侵入防止柵設置等にか

かる経費を補助 

・ シカ電気柵等整備に要する経費を補助 

  ○被害防止対策を指導する人材の育成【捕獲体制の強化】 

・地域ぐるみの被害防止活動を推進する指導者育成研修の開催 

・侵入防止柵の現地技術実証 

○農業者等に対する免許取得促進・定着【捕獲体制の強化】 

・狩猟免許試験及び予備講習会の開催 

・農業者への免許取得周知 

・新規狩猟者の確保・定着を図るための各種研修会、普及啓発活動 

・若手狩猟者による狩猟の普及啓発活動 

 

※青森・秋田・岩手の３県で、定期的な検討会を実施 

 

４）国有林 

・ 東北森林管理局職員による局管内全域（東北５県内）におけるシカの影

響把握に係るチェックシートを用いた調査の実施【シカ生息状況の把握】 

・ 早池峰山周辺地域のシカ生息状況等調査【シカ生息状況の把握】 

・ 林道除雪による捕獲支援【捕獲体制の強化】 

・ 東北森林管理局職員の鳥獣被害対策及び狩猟に関する知識・技術向上の

ための講習会の開催【捕獲体制の強化】 

・ 森林鳥獣被害対策技術高度化実証事業への取組【捕獲体制の強化】 
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・ 被害防止対策協議会への積極的な参画による地域情報の収集、国有林の

生息・被害情報の提供及び地域ニーズの把握、地域と共同した対策への

取組【捕獲体制の強化】 

・ 捕獲事業委託の実施【捕獲体制の強化】 

 

５．実施体制 

・地域連絡会議（構成機関・オブザーバー機関）を中心に、科学委員会の助言

を得ながら実施する。 

・各行政機関はシカ対策に関係する部局間で情報共有を密にし、連携を図りな

がら取り組みを進める。 
・大学や研究機関等における取り組みとの連携を図る。 

 

＜役割分担＞ 

対応 主担当 副担当 

遺産地域内における対応

の事務局 

東北地方環境事務所 東北森林管理局 

遺産地域外における対応

の事務局 

青森県自然保護課 

秋田県自然保護課 

市町村 

※岩手県とも連携 

 

６．その他 

・対策方針は必要に応じて見直し、シカの分布状況にあわせて実施内容を検討

していく。 

 

＜対策方針のイメージ＞ 

 

 

遺産地域 

監視区域 

（隣接市町村域） 

青森・秋田県域 全県的な対応方針 

本方針対象区域 

岩手県域 

連携 

連携 

シカの分布拡大 

周辺地域 

（青森・秋田・岩手県域） 
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